
「リアルで集い、語らい、高めあう」

埼玉代協入会案内

～代協への加入をご検討ください～

初めての方、過去に加入していた方へ

埼玉代協は、損害保険の健全かつ公正な募集と保

険契約者の利益を守るため、損害保険代理店の資

質を高め地位の向上を図り、損害保険事業の健全

な発展に寄与するとともに併せて地域社会に貢献

する事を目的としています。

業界関連情報セミナー 地域社会貢献活動

埼玉県損害保険代理業協会
https://saitamadaikyo.jp/

一般社団法人 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5-211 〒338-0002

電話：048-755-9261 FAX：048-755-9260
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:jimukyoku@saitamadaikyo.com
開局時間：平日9時～15時(土日祭日休み）

「ぼうさい探検隊」の支援、子ども110

番の店、地震保険普及や悪徳修理業者の

撲滅に向けた啓発活動、献血協力該当呼

びかけ、交通遺児へのチャリティー活動、

その他、一般消費者対象のセミナー実施

などにより、地域社会貢献活動を積極的

に行っています。

支部を、東部・西部・南部・北部に分け地域に密着した
横のつながりを強化しています。

ChatGPT活用やサイバーセキュリティ

対策など、代理店経営の最前線を走るた

めの実学セミナーを定期開催。

代理店賠責の訴訟事例から学ぶリスク管

理や、がん知識の習得など、多岐にわた

る研鑽の場を提供。

情報の共有と反復学習で、あなたの代理

店の価値向上を強力に支援します。



資 料 請 求
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20 年 月 日

一般社団法人 埼玉県損害保険代理業協会 御中

□ 資料請求を希望
□ 説明を聞きたい

代理店名
（法人の場合は、法人名）

ふりがな 代理店申請会社名

担当者様名

代理店登録
所在地

〒 属 性

専属・乗合

入会理由
（該当する欄に ）.

募集従事者登録数

名連 絡 先
TEL FAX

資料請求説明実施者記入欄（以下は記入不要です） K20260701

紹介者名 所属支部 東部・西部・南部・北部

□弊会の趣旨に賛同するため入会したい。
□代理店賠責に入りたい。（締切日があるので事務局へご連絡ください）

□その他→

入 会 の 流 れ

資料請求

１

代理店名等を記入
し、事務局へFAX
またはWebで請求。

書類一式到着

２

入会手続きのご案
内、入会申込書、
口座振替依頼用紙、
払込用紙など到着。

必要書類の
記入・提出

３

入会申込書類、な
ど必要書類を記入
して、返信用封筒
で事務局へ郵送。

入会金・初年会費

の振込

４

指定の振込用紙に
て、入会月末日ま
でにお支払いくだ
さい。

入会手続き完了
案内到着

５

事務局での確認、
手続き完了後、会
員番号等を記載し
たご案内が届く。

各種活動の参加
代理店賠責加入

６

セミナー・勉強会
などへの参加、代
理店賠責への加入
が可能となります。

埼玉代協は、損害保険代理店の資質向上と地域社会への貢献を目的として活動しております。

そのため、当協会へのご入会にあたりましては、各種制度（代理店賠責等）のご利用にとどまらず、会が

主催する活動への「積極的なご参加」を原則としてお願いしております。

当協会では、会員の皆様の経営やスキル向上に直結する以下の活動を定期的に実施しております。

・業界関連情報セミナーやサイバーセキュリティ知識強化セミナー等の受講

・日々の販売スキル向上に役立つ募集スキルアップ勉強会（埼代ゼミなど）への参加

・地域に密着した各支部（東部・西部・南部・北部）における、会員同士の横のつながりを強化する活動

会員一人ひとりが主体的に参加し、業界の最新情報やノウハウを共有し合うことで、代理店としてのさら

なる成長と、お客様をお守りする強固な体制づくりが可能となります。本会の設立趣旨および活動方針に

深くご賛同いただき、共に業界を盛り上げ、互いに高め合っていく意欲を持った皆様のご入会を、会員一

同心よりお待ち申し上げております。

入 会 に 関 す る 注 意 事 項

① 入会時には、「入会金」「初年会費」および必要に応じて「政治連盟会費」のお支払いが必要です。

・入 会 金 ：一律 5,000円

・初年会費：ご加入手続きを行う月および、代理店の募集従事者登録数によって金額が異なります。

・政治連盟会費（注1）：2,000円（全国損害保険代理業政治連盟へ加入される場合）注1：加入されない場合は、別途指定書類の提出が必要です。

② 次年度以降の年会費・毎年3月中旬頃に4月1日時点での募集人数を報告し、年会費額が決定します。

 期日までにご報告がない場合などは、現在の登録データに基づき自動的に会費請求が確定いたします。

・次年度以降の年会費は、毎年6月5日頃にご指定の口座より自動振替となります。

・募集人数が5名以内の場合は「24,000円」、6名以上の場合は「29,000円」（日本代協年会費10,000円を含む）

・次年度以降の会費額については、確定しているものではございませんのでご了承ください。

③ 指定の振込用紙にて入会月の末日までにお支払いいただく必要があります。

④ 代理店賠責への加入を急がれる場合は、その旨を事務局へお申し出ください。

入 会 金 加 入 月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 次年度以降

5,000円 初年会費
募集人数 5 名以内 24,000円 18,000円 12,000円 0円 24,000円

募集人数 6 名以上 29,000円 21,000円 14,000円 0円 29,000円
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